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穂
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処
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に
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質
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対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
合
併
処
理
浄
化
槽
の
運
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
浄
化
槽
法
第
十
一
条
に
定
め
ら
れ
た
浄
化
槽
の
定
期
検
査
」
の
頻
度
に
つ
い
て
は
、
議
員
立
法
の
内
容
に
関

す
る
事
項
で
あ
り
、
立
法
趣
旨
の
詳
細
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年

法
律
第
四
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査
（
以
下
「
定
期
検
査
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
は
、
浄
化
槽
の
保
守
点
検
及
び
清
掃
が
適
正
に
実
施
さ
れ
、
浄
化
槽
の
機
能
が
正
常
に
維
持
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を

確
認
す
る
た
め
、
年
一
回
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。 

二
及
び
三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
保
守
点
検
業
者
を
含
む
民
間
事
業
者
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
定
期
検
査

は
、
浄
化
槽
の
保
守
点
検
及
び
清
掃
が
適
正
に
実
施
さ
れ
、
浄
化
槽
の
機
能
が
正
常
に
維
持
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
確
認
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
浄
化
槽
の
保
守
点
検
を
業
と
す
る
者
や
浄
化
槽
清
掃
業
者
が
自
ら
保
守
点
検
や
清
掃
を
行
う

浄
化
槽
の
定
期
検
査
を
併
せ
て
行
う
こ
と
は
、
定
期
検
査
の
目
的
に
照
ら
し
て
、
検
査
業
務
を
公
正
に
実
施
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
お
そ
れ
が
あ
り
、
適
切
で
は
な
い
と
考
え
る
。 



 

２ 

 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
浄
化
槽
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
四
十
号
。
以
下
「
改
正
浄
化
槽
法
」
と

い
う
。
）
に
お
い
て
、
市
町
村
が
浄
化
槽
を
管
理
す
る
公
共
浄
化
槽
制
度
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
市
町
村
が
管
理
主

体
と
し
て
定
期
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

汚
水
処
理
施
設
の
整
備
に
関
し
て
は
、
地
方
公
共
団
体
が
、
各
種
汚
水
処
理
施
設
の
有
す
る
特
性
、
経
済
性
等
を
総
合
的

に
勘
案
し
、
地
域
の
実
状
に
応
じ
た
効
率
的
か
つ
適
正
な
整
備
手
法
を
選
定
し
た
上
で
、
適
切
に
事
業
を
実
施
し
て
い
く
こ

と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

 
 

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
き
、
農
林
水
産
省
、
国
土
交
通
省
及
び
環
境
省
に
お
い
て
は
、
社
会
情
勢
の
変
化
等
を
踏
ま

え
た
効
率
的
な
汚
水
処
理
施
設
の
整
備
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
、
都
道
府
県
が
市
町
村
と
連
携
し
て
作
成
し
て
い
る
、
汚
水

処
理
施
設
の
整
備
に
関
す
る
総
合
的
な
構
想
で
あ
る
「
都
道
府
県
構
想
」
に
つ
い
て
、
人
口
減
少
等
の
社
会
情
勢
の
変
化
を

踏
ま
え
た
見
直
し
を
行
う
よ
う
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
助
言
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
環
境
省
に
お
い
て
、
令

和
二
年
度
予
算
に
浄
化
槽
処
理
促
進
区
域
の
設
定
に
必
要
な
調
査
費
用
に
つ
い
て
市
町
村
に
対
す
る
国
庫
補
助
を
計
上
し
て



 

３ 

 

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

六
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
定
期
検
査
の
受
検
率
」
に
つ
い
て
は
、
定
期
検
査
は
浄
化
槽
の
機
能
が
正
常
に
維
持
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を

確
認
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
向
上
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
定
期
検
査
の
受
検
率
向
上
の
た
め
に
は
、
浄
化
槽
の
設
置
状
況
や
維
持
管
理
状
況
に
つ
い
て
正
確
に
把

握
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
改
正
浄
化
槽
法
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
都
道
府
県
知
事
等
が
作
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
浄
化
槽
台
帳
の
整
備
が
円
滑
に
進
む
よ
う
、
環
境
省
に
お
い
て
浄
化
槽
台

帳
シ
ス
テ
ム
を
作
成
す
る
等
、
き
め
細
か
な
支
援
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
等
に
よ
る
浄
化

槽
の
設
置
状
況
、
維
持
管
理
状
況
等
の
把
握
が
進
み
、
都
道
府
県
知
事
等
が
定
期
検
査
の
未
受
検
者
に
対
す
る
受
検
指
導
に

取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
受
検
率
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
考
え
る
。 


